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会費及び入会金等に関する規則 

 

（目的） 

第１条  この規則は、一般社団法人福井県建築組合連合会（以下、「本会」という。）定款第７条

による費用に充てるための会費及び入会金等に関する事項を定めることを目的とする。 

 

（会費） 

第２条  会員は、次に定める会費（以下、「連合会費」という。）を本会に納入しなければならな

い。 

（１） 会 費   

① 正 会 員   年額  金１３,０００円 

② 賛助会員   年額   １口金５,０００円とし、１口以上 

（２） 共済費     年額   金６,０００円 

 

（納入） 

第３条 連合会費は、会員が組合に支払い、組合がその事業年度の分を毎年６月３０日までに本

会の指定した金融機関の口座への振込み、又は、会計担当に直接現金で支払うものとする。

ただし、振込に関する費用は、会員の負担とする。 

  ２ 共済費は、口座振替を利用する組合に所属する会員においては、毎年３月に次年度分の

年額を会員の指定する口座より引き落としするものとする。口座振替を利用しない組合に

おいては、所属会員の年額を毎年年度初めに本会の指定した金融機関の口座への振込み、

又は、会計担当に直接現金で支払うものとする。ただし、振込に関する費用は、会員の負

担とする。 

 

（入会金等）  

第４条 会員になろうとする者は、入会申込時に入会申込書を提出する組合を経由して次のとお

り本会に納入しなければならない。 

    （１）入会金  金７,０００円 

  ２ 入会が承認されなかったときは、本会は入会金等を直ちに返還し、この入会金には利息

を付さないものとする。 

 

（返金） 

第５条 会費及び入会金、共済費は、年度の途中で退会した場合であっても、一切返金しないも

のとする。 

 

（共済保障期間） 

第６条 年度途中で退会した場合でも共済保障は年度末まで有効とする。 
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（入会申込等） 

第７条 入会申込書には、氏名、生年月日、住所、就業場所、その他を記入し署名押印しなけれ

ばならない。 

２ 入会申込書の様式は、理事会が別に定める。 

３ 入会申込書は、所属組合を経由して提出しなければならない。 

 

（退社） 

第８条 正会員が退社するときは、退社届に退社の理由を記載して署名押印のうえ所属組合を経

由して提出しなければならない。 

  ２ 退社届の様式は理事会が別に定める。 

 

（改正） 

第９条 この規則の改正は、本会総会の決議によるものとする。 

 

（施行期日） 

第１０条 この規則は、一般社団法人への名称変更の日（平成２５年４月１日）より施行する。 

 

附則（施行期日） 

１．この規則は、平成３０年４月１日より適用する。（平成２９年５月２５日 平成２９年度通常

総会に於いて決議） 

２．この規則は、平成３１年４月１日より適用する。（令和元年５月２８日 令和元年度通常総会

に於いて決議） 

３．この規則は、令和７年６月１日より適用する。（令和７年５月２８日 令和７年度通常総会に

於いて決議） 

・第４条（入会金と会館負担金を一本化、入会金免除条項を削除） 

４．この規則は、令和８年４月１日以降分の共済費より適用する。（令和７年５月２８日 令和７

年度通常総会に於いて決議） 

・第２条第２項（共済費月額を年額に変更）、第３条（共済費の納入を年額に変更、納入方法に口

座振替を追加）、第５条（返金条項を追加）、第６条（共済保障期間条項を追加） 

 


